
南幌町ふるさと就職祝金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町における若者の定住及び町内事業所等への就職を促 

進し、雇用の安定と活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において 

交付する南幌町ふるさと就職祝金（以下「就職祝金」という。）に関し、必 

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

るところによる。 

(１) 新規学卒者 町内に住所を有する者であって、学校教育法（昭和２２年 

  法律第２６号）に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 

特別支援学校、高等専門学校、専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学 

院を卒業又は退学した翌日から起算して、１年以内に事業所等に就職した 

４０歳未満の者をいう。 

(２) Ｕターン者 本町に転入する以前に、本町に住民登録されていたこと 

があり、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 本町に転入した日から１年以内に事業所等に就職した４０歳未満の 

者であること。 

   イ 事業所等に就職した日から６か月以内に本町に転入した４０歳未満 

    の者であること。 

(３) 事業所等 南幌町内に本社、事業所若しくは事務所等を有する個人又 

は法人で、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項の規定に 

よる適用事業を行う事業所をいう。ただし、商工会、農業協同組合、町が出 

資その他財政上の援助等を行う法人又は団体、町が設置する公の施設を管 

理する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定 

する指定管理施設は除く。 

(４) 正規雇用 次のいずれにも該当する雇用形態をいう。 

ア 期間の定めのない雇用であること。 

イ 事業所等に直接雇用されていること。 

ウ 事業所等の就業規則等に定める所定労働時間を通じて常勤する者で 

あること。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者であること。 

（交付対象者） 

第３条 就職祝金の交付対象者は、事業所等に正規雇用された新規学卒者又は 

Ｕターン者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 



(１) 交付申請時において、就職後同一事業所等において２年を経過した 

 者 

(２) 前号に掲げる全期間において、町内に住民登録があり、現に居住し 

ている者 

(３) 本町の町税等を滞納していない者 

 (４) 外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令 

第３１９号）その他の法令に基づき日本に永住権を有している者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対 

象としない。 

(１) 南幌町担い手育成対策奨励事業実施要綱（令和４年南幌町告示第７ 

１号）に規定する奨励金及び南幌町保育士等就労支援事業補助金交付要 

綱（令和５年南幌町告示第３８号）に規定する就労支援金の交付を受け 

ている者 

(２) 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）に規定する国家公務員 

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に規定する地方公務員 

(３) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政 

治団体の職員 

(４) 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団 

体の職員 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員の統制下にある 

者 

(６) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法 

律第１２２号）第２条第１項（同項第１号のうち料理店を除く。）及び 

第６項から第１３項までに該当する事業所に雇用された者 

（就職祝金の額） 

第４条 就職祝金の額は、１０万円とする。 

（交付の申請及び決定） 

第５条 就職祝金の交付を受けようとする者は、南幌町ふるさと就職祝金交付 

申請書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しな 

ければならない。ただし、以前交付を受けた者が再度申請することはできな 

い。 

(１) 雇用証明書（様式第２号） 

(２) 南幌町ふるさと就職祝金交付申請に係る誓約書兼同意書（様式第３ 

号） 

(３) 最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し（新規学卒者等のみ） 



(４) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の申請が就職後３年を経過した場合は、受給資格を失う。 

３ 町長は、第１項の申請書の内容を審査した上で、交付の可否を決定し、南 

幌町ふるさと就職祝金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により通知 

するものとする。 

４ 町長は、前項の規定により就職祝金の交付を決定したときは、速やかに交 

付するものとする。 

（就職祝金の返還） 

第６条 就職祝金の交付決定を受けた者が、虚偽その他不正な行為により就職 

祝金の交付を受けたと認められた場合は、その交付の決定を取り消すととも 

に、交付した就職祝金の全部を返還させることができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


